
業績指標１ 

最低居住面積水準未満率 

 

 

（指標の定義） 

健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住戸規模（最低居住面積水準）未満の住宅に居住する世帯 

の割合。（Ａ／Ｂ） 

※Ａ：最低居住面積水準未満世帯数 Ｂ：主世帯総数 

注 最低居住面積水準（住生活基本計画（全国計画）において設定）の概要 

(1)単身者 ２５㎡ 

(2)２人以上の世帯 １０㎡×世帯人数＋１０㎡ 

注 主世帯：一住宅に一世帯が住んでいる世帯の他、同居世帯のある場合は、そのうち主な世帯を主世帯という。 

（目標設定の考え方・根拠） 

健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な水準として、「住生活基本計画（全国計画）」（平成28 年

3 月18 日閣議決定）に基づき、最低居住面積水準未満世帯の早期解消を目指す。 

（外部要因） 

世帯構成の変化、平均年収の推移、居住ニーズの多様化等 

（他の関係主体） 

民間事業者等 

（重要政策） 

【施政方針】 

なし 

【閣議決定】 

 ・住生活基本計画（全国計画）（平成２８年３月１８日） 

【閣決（重点）】 

  

【その他】 

  

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

━ ━ ４.０％ ━ ━ 

 

 

 
 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：早期に解消（令和２年） 

実績値：４.０％ （平成３０年度） 

初期値：４.２％ （平成２５年） 
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主な事務事業等の概要 

・住宅ローン減税や認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除、住宅取得等資金に係る相続時精 

算課税制度の特例措置、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置、住宅用家屋の所有権登記等に係る登録免許

税の特例措置、住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置、新築住宅のみなし取得時期等に係る不動産取得税の

特例措置、新築住宅に係る固定資産税の減額措置、住宅金融支援機構の証券化支援事業、買取再販で扱われる住

宅の取得に係る特例措置等により、良質な持家取得を促進する。 

・居住用財産の買換えや譲渡に係る課税の特例措置により、多様なライフステージに応じた円滑な住み替えや新生 

活への再出発を支援する。 

・地域優良賃貸住宅制度において、賃貸住宅の整備等に要する費用に対する助成等を行い、高齢者世帯、障害者世 

帯、子育て世帯等各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸

住宅の供給を促進する。 

・都市再生機構（ＵＲ）による民間供給支援型賃貸住宅制度により、良質な賃貸住宅の供給を促進する。 

・高齢者の所有する戸建て住宅等を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを円滑化する制度により、 

高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住み替え等を促進する。 

・高齢者居住安定基金による家賃債務保証制度により、子育て世帯等の入居の円滑化を支援する。 

・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除や優良住宅地の造成等のために土地 

等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例措置により、居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住

宅ストックの形成を促進する。 

・低額所得者等に対する公平・的確な公営住宅の供給を促進する。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・全世帯のストックベースでの指標であることから、改善には一定の時間を要しているが、平成２０～２５年で

は、０．１ポイント（４．３％→４．２％）、平成２５～３０年では０．２ポイント（４．２％→４．０％）改善。

しかし現状のトレンドのまま推移すると目標年度に目標値を下回ると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・住宅ローン減税等の税制の特例措置により優良な持家の取得を促進した。 

・住宅金融支援機構の証券化支援事業等により、良質な持家の取得を促進した。 

（証券化支援事業 平成２９年度実績：９２，４０７戸、平成３０年度実績：８５，６７４戸、令和元年度実績：

８９，３５６戸、令和２年度実績：８３，４８８戸） 

・買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税・不動産取得税の特例措置により質の高い既存住宅の取得を 

促進した。 

・社会資本整備総合交付金の活用等による、地域優良賃貸住宅等の良質な賃貸住宅の供給を促進した。 

（令和元年度整備戸数実績：５１７戸） 

・都市再生機構（UR）による民間供給支援型賃貸住宅制度により、良質な賃貸住宅の供給に係る取組みを行った。 

（平成２６年度実績：１地区において公募実施（事業者決定済み）） 

・高齢者の所有する戸建て住宅等を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを円滑化する制度により、

高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住み替え等を促進した。（令和元年までの累計実績：１，０７７戸） 

・低額所得者等に対する公平・的確な公営住宅の供給を促進した。 

（令和元年度整備戸数実績：１２，１７６戸）。 

・平成28年度に実施した政策アセスメント（平成29年度予算要求）である「民間賃貸住宅を活用した新たな住宅セ

ーフティネット制度の創設」の事後評価については、本業績指標をもってその効果を測定しているところ、平成

30年調査において最低居住面積水準未満世帯の解消には至らなかったものの実績値の改善が見られ、施策に一定
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の効果があったものと認められる結果であった。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・前述のとおり、目標年度では目標を達成していないと見込まれることから「Ｂ」と評価した。 

・当指標は、全世帯の住宅ストックを対象としており、また住まい方のニーズも多様化する中、その改善には一定

の時間を要しているものと考えられる。 

・令和2年度政策レビュー評価書では、「近年では、４％程度が続き、持ち家世帯では１％未満となるなど、当初

の 目標を概ね達成していること、また、居住支援を含めた住宅セーフティネット等の取組も進展していることな

どから、本指標については観測・実況指標として継続的に現状値を把握する」旨をとりまとめた。 

・住生活基本計画(全国計画）（令和３年３月19日閣議決定）では、目標値を定めずに継続的にモニタリングを行う

こととしている。 

・今後、住宅確保要配慮者に対する住宅セーフティネット制度の一層の推進等を通じて、最低居住面積水準未満率

の解消に向け、引き続き取り組む。 

・本業績指標についても、今後、同計画を踏まえて見直しを検討する。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局住宅政策課（課長 皆川 武士） 

関係課：住宅局総務課住宅金融室（室長 松野 秀生） 

住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 門元 政治） 

住宅局住宅総合整備課（課長 齋藤 良太） 

住宅局住宅総合整備課住環境整備室（室長 田中 政幸） 

住宅局安心居住推進課（課長 上森 康幹） 

不動産・建設経済局不動産市場整備課（課長 鈴木 あおい） 
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業績指標２ 

子育て世帯における誘導居住面積水準達成率（①全国*、②大都市圏*） 

 

 

（指標の定義） 

子育て世帯のうち、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる 

住戸規模(誘導居住面積水準)を満たす住宅に居住する世帯の割合（Ａ／Ｂ） 

①※Ａ：子育て世帯のうち、誘導居住面積水準を達成している世帯数 Ｂ：子育て世帯総数 

②※Ａ：大都市圏の子育て世帯のうち、誘導居住面積水準を達成している世帯数 Ｂ：大都市圏の子育て世帯総数 

注１ 子育て世帯：構成員に１８歳未満の者が含まれる世帯 

注２ 誘導居住面積水準・・・住生活基本計画(全国計画)において設定 

(１)一般型誘導居住面積水準・・・都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定 

①単身者 ５５㎡ (ただし、単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合は、 

この面積によらないことができる。) 

②２人以上の世帯 ２５㎡×世帯人数＋２５㎡ 

(２)都市居住型誘導居住面積水準・・・都市の中心部及びその周辺における戸建住宅居住を想定 

①単身者 ４０㎡ (ただし、単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合は、 

この面積によらないことができる。) 

③ ２人以上の世帯 ２０㎡×世帯人数＋１５㎡ 

（出典）平成２５年「住宅・土地統計調査」国土交通省独自集計 

（目標設定の考え方・根拠） 

誘導居住面積水準を達成することを目指し、「住生活基本計画（全国計画）」（平成28 年3 月18 日閣議決定）で 設

定している目標値（全国：50%（令和7 年）、大都市圏：50%（令和7 年））に基づき、現況値と令和7 年度末まで 

の目標値との差を按分し、令和2 年度末までの数値を形式的に設定したもの。 

（外部要因） 

世帯構成の変化、平均年収の推移、居住ニーズの多様化等 

（他の関係主体） 

民間事業者等 

（重要政策） 

【施政方針】 

なし 

【閣議決定】 

・住生活基本計画（全国計画）（平成２８年３月１８日） 

・ニッポン一億総活躍プラン（平成２８年６月２日） 

【閣決（重点）】 

【その他】 

なし 

 

 

 

評 価 

① 

Ｂ 

目標値：４７％ （令和２年） 

実績値：４２ ％ （平成３０年） 

初期値：４２％ （平成２５年） 

② 

Ｂ 

目標値：４５％ （令和２年） 

実績値：３９ ％ （平成３０年） 

初期値：３７％ （平成２５年） 
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過去実績                                              （年度） 

 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

① ━ ━ ４２％ ━ ━ 

② ━ ━ ３９％ ━ ━ 

 

 
 

 

    
 

 

主な事務事業等の概要 

・地域優良賃貸住宅制度において、賃貸住宅の整備等に要する費用に対する助成等を行い、子育て世帯等各地域に 

おける居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進する。 

・都市再生機構（ＵＲ）による民間供給支援型賃貸住宅制度により、良質な賃貸住宅の供給を促進する。 

・都市再生機構（ＵＲ）による家賃減額施策により、子育て世帯の入居を支援する。 

・高齢者居住安定化基金による家賃債務保証制度により、子育て世帯等の入居の円滑化を支援する。 

・子育て世帯や高齢者世帯等の入居を拒まない賃貸住宅とすること等を条件として、既存住宅等の空き家のリフォー 

ムに対して補助を行う。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・子育て世帯については、共働き世帯が増加していること等を背景として、住居の選択にあたっては住宅の広さよ

りも立地利便性等を重視する傾向が見られ、全国値ではほぼ横ばい、大都市圏で２％ポイントの小幅な増加に留ま

っている。現状のトレンドのまま推移すると目標年度に目標値を下回ると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・住宅ローン減税等の税制の特例措置により良質な持家の取得を促進した。 

・住宅金融支援機構の証券化支援事業等により、良質な持家の取得を促進した。 

（証券化支援事業 平成２９年度実績：９２，４０７戸、平成３０年度実績：８５，６７４戸、令和元年度実績：
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８９，３５６戸、令和２年度実績：８３，４８８戸） 

・買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税・不動産取得税の特例措置により質の高い既存住宅の取得を 

促進した。 

・都市再生機構（ＵＲ）による民間供給支援型賃貸住宅制度により、良質な賃貸住宅の供給に係る取組みを行った。 

（平成２６年度実績：１地区において公募実施（事業者決定済み）） 

・都市再生機構（ＵＲ）による家賃減額の施策により、子育て世帯の入居促進に係る取組みを行った。 

（平成２８年度実績：地域優良賃貸住宅制度を活用した減額制度等を導入） 

・高齢者の所有する戸建て住宅等を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを円滑化する制度により、

高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住み替え等を促進した。（令和元年までの累計実績：１，０７７戸） 

・社会資本整備総合交付金の活用等による、地域優良賃貸住宅等の良質な賃貸住宅の供給を促進した。 

（令和元年度整備戸数実績：５１７戸） 

・子育て世帯や高齢者世帯等の入居を拒まない賃貸住宅とすること等を要件として、既存住宅等の空き家のリ 

フォームに対して補助を行う「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」を実施した 

 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・前述のとおり、目標年度では目標を達成していないと見込まれることから「Ｂ」と評価した。 

・本指標は、子育て世帯における住宅の広さに関する指標であるが、近年では、駅近等の利便性を重視する傾向も

見られる中、その改善には一定の時間を要しているものと考えられる。 

・令和2年度政策レビュー評価書では、「世帯構成が変化し、共働き世帯も増加するなど、住まいの広さに対する

ニーズも変化していることから、本指標については継続的に現状値を把握するものの、成果指標としては設定しな

い」旨をとりまとめた。 

・住生活基本計画(全国計画）（令和３年３月 19 日閣議決定）では、民間賃貸住宅の品質向上に向けた指標を新た

に設定することとし、「民間賃貸住宅のうち、一定の断熱性能を有し遮音対策が講じられた住宅の割合」を令和１

２年までに２割と設定した。 

・今後、民間賃貸住宅における断熱性向上や遮音対策に係る事例集の作成等を通じて、民間賃貸住宅ストックの質

の向上を推進する。 

・本業績指標についても、今後、同計画を踏まえて見直しを検討する。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局住宅政策課（課長 皆川 武士） 

関係課：住宅局総務課住宅金融室（室長 松野 秀生） 

住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 門元 政治） 

住宅局住宅総合整備課（課長 齋藤 良太） 

住宅局住宅総合整備課住環境整備室（室長 田中 政幸） 

住宅局安心居住推進課（課長 上森 康幹） 
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業績指標４ 

 高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合(*) 

 

 

（指標の定義） 

高齢者向け住宅（高齢者向け賃貸住宅及び高齢者居住系施設）の供給量について、65 歳以上の人口数で除して算出

した割合 

（算出式） 

 

高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合 

      ＝高齢者向け住宅の供給量／65 歳以上の人口数 

 

平成 26 年度末 2.1%＝694,807／33,000 千人 

令和元年度末 2.6%＝934,001／35,916 千人 

（目標設定の考え方・根拠） 

高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合を示す指標として、住生活基本計画（平成 28 年 3月 18 日閣議決定）で

設定している目標値（4％（令和 7年度））を基に、初期値と目標値との差を按分し、令和 2年度の数値を形式的に設

定したもの。 

（外部要因） 

世帯構成の変化、居住ニーズの多様化、高齢者人口数等 

（他の関係主体） 

   民間事業者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

住生活基本計画（全国計画）（平成 28 年 3月 18 日） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

2.4% 2.4% 2.5% 2.6% 集計中 

 

 
 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：3.1%（令和２年） 

実績値：集計中（令和２年） 

2.6%（令和元年） 

初期値：2.1%（平成 26 年） 
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主な事務事業等の概要 

・サービス付き高齢者向け住宅供給促進のため、建設・改修費に対して、国が民間事業者等に直接補助を実施すると

ともに、固定資産税の減額及び不動産取得税の軽減措置を講じる。 

・住宅金融支援機構による、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設等に必要な資金に対する融資や、サービス付き

高齢者向け住宅の入居一時金等に係る民間金融機関が行うリバースモーゲージ型の融資に対する住宅融資保険制

度を実施。 

・地域優良賃貸住宅制度において、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯等各地における居住の安定に特に配慮が必

要な世帯の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するため、賃貸住宅の整備等に要する費用に

対する補助等を実施。 

・高齢者等の入居を拒まない賃貸住宅（セーフティネット登録住宅）の周知・普及を進めていくとともに、住宅の改

修や入居者負担の軽減等の支援を行う。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合は、平成 26 年度 2.1%から令和元年度 2.6%と微増しているが、今後、

現状のトレンドのまま推移すると目標値を下回る可能性がある。 

（事務事業等の実施状況） 

・バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービス付き高齢者向け住宅の供給を

促進した。 

（平成 26 年度末実績：総登録戸数 177,722 戸） 

（平成 27 年度末実績：総登録戸数 199,056 戸） 

（平成 28 年度末実績：総登録戸数 215,955 戸） 

（平成 29 年度末実績：総登録戸数 229,947 戸） 

（平成 30 年度末実績：総登録戸数 244,054 戸） 

（令和元年度末実績：総登録戸数 254,747 戸） 

（令和２年度末実績：総登録戸数 267,069 戸） 

 ・サービス付き高齢者向け住宅供給促進のため、建設・改修費に対して、国が民間事業者等に直接補助を実施す

るとともに、固定資産税の減額及び不動産取得税の軽減措置を講じた。 

 ・住宅金融支援機構による、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設等に必要な資金に対する融資や、サービス

付き高齢者向け住宅の入居一時金等に係る民間金融機関が行うリバースモーゲージ型の融資に対する住宅融

資保険制度を実施した。 

・社会資本整備総合交付金の活用等による、地域優良賃貸住宅等の良質な賃貸住宅の供給を促進した（令和元

年度整備戸数実績：517 戸）。 

・住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録（セーフティネット

登録住宅）の登録を推進しており、全国で 390,471 戸が登録されている（令和３年３月 31 日時点）。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

前述のとおり、当該業績指標は着実に進捗しているが、令和２年度の目標値を下回る可能性があることからＢと

評価とした。サービス付き高齢者向け住宅の供給量は着実に増加している一方で 65 歳以上の人口数も増加した影

響により、目標達成に必要な供給量の見込みに達していないことが目標値を下回る理由として考えられる。 

令和 2年度政策レビュー評価書では、「すべての対象世帯が高齢者向け住宅に入居できるよう、平成 28 年度計画

の目標値を据え置き、期限を 5年延長する」旨とりまとめた。 

住生活基本計画（全国計画）（令和３年３月 19 日閣議決定）では、この指標について(令和 12 年４%を目指す継

続延長)の改定を行った。 

今後、サービス付き高齢者向け住宅の建設・改修費等に対する補助等の施策を着実に推進し、高齢者向け住宅の

供給を促進する。 

地域優良賃貸住宅制度においても、引き続き賃貸住宅の整備等に要する費用に対する補助等の施策を着実に推進

し、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯等各地における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供する

居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進する。 

また、高齢者等の入居を拒まない賃貸住宅（セーフティネット登録住宅）の周知・普及を引き続き進めていくと

ともに、住宅の改修や入居者負担の軽減等の支援を行う。 

本業績指標についても、同計画を踏まえて見直しを検討する。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 住宅局安心居住推進課（課長 上森 康幹） 

関係課： 住宅局住宅総合整備課（課長 齋藤 良太） 

住宅局総務課住宅金融室（室長 松野 秀生） 
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業績指標５ 

 高齢者生活支援施設を併設するサービス付き高齢者向け住宅の割合 

 

 

（指標の定義） 

サービス付き高齢者向け住宅の入居者や周辺住民の介護ニーズ等に適切に対応できるよう、今後供給されるサービ

ス付き高齢者向け住宅のうち、高齢者生活支援施設が併設されたものの割合を 90％に設定。 

（目標設定の考え方・根拠） 

高齢者生活支援施設を併設するサービス付き高齢者向け住宅の割合を示す指標として、住生活基本計画（平成 28

年 3月 18 日閣議決定）で設定している目標値（90％（令和 7年度））を基に、初期値と令和 7年度の目標値との差を

按分し、令和 2年度の数値を形式的に設定したもの。 

（外部要因） 

世帯構成の変化、居住ニーズの多様化、高齢者人口数、各地域における高齢者生活支援サービスの提供状況やニー

ズ等 

（他の関係主体） 

   民間事業者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

住生活基本計画（全国計画）（平成 28 年 3月 18 日） 

 【閣決（重点）】 

    なし 

 【その他】 

    なし 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

77% 78% 77% 75% 75% 

 

 
 

 

主な事務事業等の概要 

・高齢者生活支援施設が併設されたサービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、高齢者生活支援施設の建設・改

修費に対して、国が民間事業者等に直接補助を実施する。 

・住宅金融支援機構による、高齢者生活支援施設が併設されたサービス付き高齢者向け住宅の建設等に必要な資金に

対する融資を実施。 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：84%（令和２年度） 

実績値：75%（令和２年度） 

初期値：77%（平成 26 年度） 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

サービス付き高齢者向け住宅は令和２年度末で約 26.7 万戸が整備されるなど、順調に供給されているものの、

高齢者生活支援施設が併設されたサービス付き高齢者向け住宅の割合は、平成 28 年 77%から、平成 29 年 78%、平

成 30 年 77%、令和元年 75%、令和２年 75%とほぼ横ばいであり、目標年度における目標を達成しなかった。 

（事務事業等の実施状況） 

・高齢者生活支援施設が併設されたサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進した。 

（平成 28 年度末実績：総登録件数 6,633 件、併設する高齢者生活支援施設の登録件数 5,115 件） 

（平成 29 年度末実績：総登録件数 6,999 件、併設する高齢者生活支援施設の登録件数 5,460 件） 

（平成 30 年度末実績：総登録件数 7,335 件、併設する高齢者生活支援施設の登録件数 5,640 件） 

（令和元年度末実績：総登録件数 7,600 件、併設する高齢者生活支援施設の登録件数 5,709 件） 

（令和２年度末実績：総登録件数 7,886 件、併設する高齢者生活支援施設の登録件数 5,886 件） 

・高齢者生活支援施設が併設されたサービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、高齢者生活支援施設の建設・

改修費に対して、国が民間事業者等に直接補助を実施した。 

・住宅金融支援機構による、高齢者生活支援施設が併設されたサービス付き高齢者向け住宅の建設等に必要な資金

に対する融資を実施した。 

・サービス付き高齢者向け住宅供給促進のため、建設・改修費に対して、国が民間事業者等に直接補助を実施する

とともに、固定資産税の減額及び不動産取得税の軽減措置を講じた。 

・住宅金融支援機構による、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設等に必要な資金に対する融資や、サービス付

き高齢者向け住宅の入居一時金等に係る民間金融機関が行うリバースモーゲージ型の融資に対する住宅融資保険

制度を実施した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

前述のとおり当該業績指標は横ばいであり、目標年度では目標を達成していないことからＢと評価とした。 

令和 2 年度政策レビュー評価書では、「サービス付き高齢者向け住宅の供給にあたっては、高齢者の多様なニー

ズを踏まえるべき、居住者への過剰なサービスの提供を適正化すべき等の意見もあり、高齢者生活支援施設を併設

するサービス付き高齢者向け住宅の割合を増加させることが、高齢者が自立して暮らすことのできる住生活を実現

するために必ずしも最適な手法と言えない場合がある。このため、今後は継続的に現状値を把握するものの、成果

指標としては設定しない」旨とりまとめた。 

住生活基本計画（全国計画）（令和３年３月 19 日閣議決定）では、本指標を計画指標から削除する見直しを行っ

た。 

今後も高齢者生活支援施設を併設するサービス付き高齢者向け住宅の建設・改修費等に対する補助等の施策を着

実に推進し、高齢者等が安心して健康に暮らすことができる住環境の実現を図る。 

本業績指標については、同計画を踏まえた見直しを検討する。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 住宅局安心居住推進課（課長 上森 康幹） 

関係課： 住宅局総務課住宅金融室（室長 松野 秀生） 
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業績指標９ 

 既存住宅流通の市場規模* 

 

 

（指標の定義） 

指標＝Ａ×Ｂ 

Ａ＝土地と家屋を含めた消費者の既存住宅の購入価額 【出典：住宅市場動向調査（国土交通省）】 

Ｂ＝既存住宅の流通戸数 【出典：住宅・土地統計調査（総務省）】 

（目標設定の考え方・根拠） 

良質で魅力的な既存住宅が市場で評価され、流通することにより、資産として承継されていく新たな住宅循環シ

ステムの構築、住宅市場の新たな牽引力の創出に向け、既存住宅流通の市場規模を指標として設定。（「住生活基

本計画（全国計画）」（平成２８年３月１８日閣議決定）） 

（外部要因） 

地価・住宅価格の動向、市場の金利動向、資金調達可能額の動向等 

（他の関係主体） 

 住宅建設業者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

 ・住生活基本計画（全国計画）（平成２８年３月１８日） 

 ・未来投資戦略２０１７（平成２９年６月９日） 

 ・ニッポン一億総活躍プラン（平成２８年６月２日） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （暦年） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

- - 4.5 兆円 - - 

     

      
 

 

 

 

評 価 

 

B 

 

目標値：８ 兆円 （令和７年） 

実績値：4.5兆円  （平成３０年） 

初期値：４ 兆円 （平成２５年） 
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主な事務事業等の概要 

○ 建物状況調査（インスペクション）の普及 

インスペクションの周知や実施体制の整備を進めることで、適正なインスペクションを普及促進。 

○ 住宅履歴情報の整備 

円滑な住宅流通や計画的な維持管理等を可能とするため、新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書や施

工内容等の情報が確実に住宅履歴情報として蓄積され、活用される社会的仕組みの普及を推進。 

○ 不動産取引価格情報の提供 

不動産の個別の取引価格等の情報について、登記情報を基に買主へのアンケートを行い、個別の物件が特定でき

ないよう配慮した上で、国土交通省のホームページ（土地総合情報システム）上で提供。 

予算額：不動産市場整備等推進調査費約２．２９億円（令和元年度）、同左 約２．２５億円（令和２年度） 

○ 「安心Ｒ住宅」制度 

「住みたい」「買いたい」既存住宅を選択できるようにするため、耐震性等の一定の要件を満たす既存住宅に対

し、国が商標登録したロゴマークを事業者が広告時に使用することを認める制度。 

○ 住宅ストック維持・向上促進事業 

健全な中古住宅・リフォーム市場の発展を図るため、良質な住宅ストックが市場において適正に評価され、消費

者が住生活に関するニーズを的確に充足できる市場環境を整備する取組みに対し支援を行う制度。 

予算額：住宅ストック維持・向上促進事業８．４９億円（令和元年度）、７．０１億円（令和２年度） 

○ 既存住宅売買に係る保険制度 

住宅瑕疵担保履行法に基づき国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人において、既存住宅売買瑕疵保

険等を引き受けるとともに、多様な消費者ニーズに対応した保険商品を開発。 

○ 買取再販で扱われる住宅の取得に係る税制上の特例措置 

買取再販事業者が既存住宅を買取りし、住宅性能の一定の質の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再

販売する場合の流通税（不動産取得税･登録免許税）の軽減措置を適用し、良質な既存住宅の流通を促進。 

○ 住宅金融支援機構の証券化支援事業 

住宅金融支援機構との連携のもとで民間金融機関が提供しているフラット３５は、既存住宅購入資金も融資対象 

であり、既存住宅の取得を支援。 

○ 長期優良住宅化リフォーム推進事業 

既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の形成を推進するため、劣化対策、耐震性、省エネ

性等の住宅性能の向上を行うリフォームに対して支援を行う制度。 

予算額：４５億円（令和元年度当初）、５億円（令和元年度補正）、４５億円（令和２年度） 

 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成 25 年から平成 30 年のトレンドで推移すると目標値を下回る数値となっている。 

（事務事業等の実施状況） 

○ 建物状況調査（インスペクション）の普及 

宅地建物取引業法を改正し、重要事項説明に建物状況調査（インスペクション）の実施の有無等を位置付け。既

存住宅状況調査技術者講習制度において５講習機関を登録。技術者数は約２５，０００人。 

○ 住宅履歴情報の整備 

住宅履歴情報について、新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書や施工内容等の情報が確実に住宅履歴

情報として蓄積され、活用される社会的仕組みの普及を推進。 

○ 不動産取引価格情報の提供 

不動産取引価格情報について、国土交通省のホームページ上で提供（令和２年度までの累計提供件数：約４２２

万件）。 

○ 「安心Ｒ住宅」制度 
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「安心Ｒ住宅」制度について平成 30 年 4月より標章の使用を開始した。（令和３年３月末で累計３，８９１件） 

○ 住宅ストック維持・向上促進事業 

良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業において、令和元年度は４２件、令和２年度は３４件を採

択。 

○ 既存住宅売買に係る保険制度 

住宅瑕疵担保責任保険法人において、既存住宅売買瑕疵保険等を引き受けた。（令和元年度申込実績：宅建業者

販売タイプ２０，０１７戸、個人間売買タイプ３，４１７戸、令和２年度申込実績：宅建業者販売タイプ２４，

２３７戸、個人間売買タイプ３，６５９戸） 

○ 買取再販で扱われる住宅の取得に係る税制上の特例措置 

買取再販事業者が既存住宅を買取りし、住宅性能の一定の質の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再

販売する場合の流通税（不動産取得税･登録免許税）の軽減措置を適用し、良質な既存住宅の流通を促進。 

（平成３０年度適用実績：不動産取得税（建物）4,651 件、不動産取得税（土地）916 件、登録免許税 416 件、

令和元年度適用実績：不動産取得税（建物）5,364 件、不動産取得税（土地）2,944 件、登録免許税 879 件） 

○ 住宅金融支援機構の証券化支援事業 

住宅金融支援機構のフラット３５により、既存住宅の取得を支援（既存住宅に対する融資実績令和元年度：１９，

６９６戸、令和２年度：１８，１３８戸）。住宅金融支援機構のフラット３５Ｓにより、耐久性・可変性等の性

能に優れた住宅の取得を金利の引下げで支援。 

○ 長期優良住宅化リフォーム推進事業 

長期優良住宅化リフォーム推進事業において、令和元年度当初予算では４，４６２戸に支援を実施、令和元年度

補正予算では５８４戸に支援を実施、令和２年度当初予算では２，９５９戸の交付申請を受け付けた。 

 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

【課題の特定】 

平成 25 年から平成 30 年のトレンドで推移すると目標値を下回る数値となるため、「B」と評価した。 

既存住宅流通が進んでいない原因としては 

・物件の維持保全の状況や性能等に関する情報提供が十分でなく、既存住宅の質や不具合に対して不安が生じてい

ること 

・既存住宅を取得した際にリフォームが実施しやすい環境が整っていないこと 

・耐震性等を満たす、既存住宅として取引されうる良質なストックが少ないこと 

等が課題として考えられる。 

 

【今後の取組みの方向性】 

  令和 2年度政策レビュー評価書では「既存住宅流通及びリフォーム市場の活性化は互いに関連が深いことから、

両者の指標を統合する」旨をとりまとめた。 

  住生活基本計画（全国計画）（令和３年３月 19 日閣議決定）では、新たな指標として「既存住宅流通及びリフォ

ームの市場規模」令和 12 年 14 兆円、長期的目標として 20 兆円の目標を設定した。 

  今後は、既存住宅に関する情報へのアクセスや既存住宅ストックの「質」の向上、リフォームしやすい環境の整

備などに取り組み、両市場の拡大を図る。 

 本業績指標についても、同計画を踏まえ見直しを検討する。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局住宅政策課（課長 皆川 武士） 

関係課：不動産・建設経済局不動産業課（課長 井﨑 信也） 

不動産・建設経済局不動産市場整備課（課長 鈴木 あおい） 

不動産・建設経済局地価調査課（課長 二橋 宏樹） 

住宅局総務課住宅金融室（室長 松野 秀生） 

住宅局住宅生産課（課長 宿本 尚吾） 

住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室（室長 中林 大典） 
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業績指標１２ 

 新築住宅における認定長期優良住宅の割合 

 

 

（指標の定義） 

年間の新設住宅着工戸数（フロー）に対する、長期優良住宅に係る認定を取得した住宅の戸数(Ａ／Ｂ) 

Ａ ＝ 年度の長期優良住宅の認定戸数 

Ｂ ＝ 年度の新設住宅着工戸数 

（目標設定の考え方・根拠） 

「住生活基本計画（全国計画）」（平成 28 年 3 月 18 日閣議決定）で設定している新築住宅における認定長期優良 

住宅の割合の目標値（20％（令和 7 年））を基に、現況値と令和 7 年度末までの目標値との差を按分し、令和 2 年

度末までの数値を形式的に設定したもの。 

（外部要因） 

資金調達可能額の動向、住宅ローン金利の動向、建材等の価格の動向 等 

（他の関係主体） 

 住宅供給事業者（事業主体）、所管行政庁（運用主体）、住宅金融支援機構（支援主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

 住生活基本計画（全国計画）（平成２８年３月１８日） 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日）＜住宅・都市分野＞ 

Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

１．質の高い新築住宅の供給と中古住宅流通・リフォームの促進を両輪とする住宅市場の活性化 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

１１．２％ １１．３％ １１．５％ １２．２％ １２．５％ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：１６％（令和２年度） 

実績値：１２．５％（令和２年度） 

初期値：１１．５％（平成２６年度） 
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主な事務事業等の概要 

○長期優良住宅の普及を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置 

・新築の認定長期優良住宅に対する予算措置、税の特例措置、融資制度 

○長期優良住宅の普及の促進に関し、国民の理解と協力を得るため、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する知識

の普及及び情報の提供 

・インターネットやパンフレット等の各種媒体による制度のＰＲ 

・地方公共団体等の各種団体が行う普及活動への支援 等 

○長期優良住宅の普及を促進するために必要な人材の養成及び資質の向上 

・建設事業者、建築士、所管行政庁等、長期優良住宅の普及に関係する者向けの制度説明会や講習会の開催 等 

○長期使用構造等に係る技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及 

○既存住宅流通市場活性化のための優良な住宅ストックの形成及び消費者保護の充実に関する小委員会 

・令和２年８月３１日に、良質な住宅ストックの形成及び円滑な取引環境の整備のために、長期優良住宅制度、住宅

性能表示制度及び住宅瑕疵担保履行制度について検討することを目的として、社会資本整備審議会住宅宅地分科会

及び建築分科会のもとに、「既存住宅流通市場活性化のための優良な住宅ストックの形成及び消費者保護の充実に

関する小委員会」をそれぞれ設置。 

○「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する

法律案」を第 204 回国会に提出。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・令和２年度の実績値は１２．５％（A=101,392、B=812,164）であり、令和２年度の目標値を達成していないた

め、評価を「Ｂ」とした。 

・住宅の建て方別に普及状況をみると、共同住宅における令和２年度の実績値は０．２％（A=889、B=418,653）

であり、共同住宅において認定の取得が進んでいない。 

（事務事業等の実施状況） 

・規則の改正により、平成２２年６月１日より長期優良住宅の認定に係る書類の簡素化等を実施した。 

・共同住宅に係る認定基準の合理化を図った告示改正を、平成２４年４月１日より施行した。 

・インターネットや新聞・雑誌、パンフレットや事例集等による制度のメリットのＰＲ、地方公共団体等の各種

団体が行う普及活動への支援等を行った。 

・令和２年度税制改正において、長期優良住宅に対する税制上の特例措置（登録免許税、不動産取得税、固定資

産税）の適用期限を２年延長し、引き続き長期優良住宅の普及を促進した。 

・既存住宅流通市場活性化のための優良な住宅ストックの形成及び消費者保護の充実に関する小委員会につい

て、第１回合同小委員会、第２回合同小委員会、とりまとめ案のパブリックコメントを経て、令和３年１月２

８日に第３回合同小委員会を開催し、最終とりまとめを行った。 

・長期優良住宅の更なる普及促進により、優良な住宅ストック形成の更なる促進等を図るため、認定対象の拡大

及び認定手続の合理化等を内容とする「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普

及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を第 204 回国会に提出した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

【課題の特定】 

・分譲マンションの認定手続き及びその維持保全は各住戸の区分所有者が主体となり実施しており、適切な維持保

全の確保や手続きの負担が課題となっている。 

・制度について消費者の認知が不十分である。 

・大規模事業者と比較して、中小事業者等の認定取得割合が低い。 

 

【今後の取り組みの方向性】 

・令和 2年度政策レビュー評価書では「フローの指標からストックの指標に移行することとし、現行指標について

は継続的に現状値を把握するものの、成果指標としては設定しないこととする」旨をとりまとめた。 

・住生活基本計画（全国計画）（令和３年３月 19 日閣議決定）では、新たな指標として「認定長期優良住宅のスト

ック数」令和１２年度約２５０万戸の目標を設定した。 

・今後は、第 204 回国会において成立した「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普

及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」等を踏まえ、共同住宅の手続きの合理化や住宅性能評価と長

期優良住宅認定の一体的審査の導入等を通じて長期優良住宅の普及を図る。 

・また、制度の普及に向けた取組みを行うとともに、中小事業者の認定取得を促進するための環境整備を図る。 

・さらに、住宅の消費者に対して、インターネットやパンフレットや事例集等の各種媒体による制度のＰＲ、地方

公共団体等の各種団体が行う普及活動への支援等を行うことにより、より一層の制度の周知を図り、住宅の消費
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者による制度の活用を引き続き促進する。 

・本業績指標についても、今後、同計画を踏まえて見直しを検討する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 住宅局住宅生産課（課長 宿本 尚吾 ） 

関係課：  
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業績指標１３ 

 リフォームの市場規模* 

 

 

（指標の定義） 

Ａ＝ ① 10 ㎡以上の増改築工事＋ ② 10 ㎡未満の増改築工事＋ ③ 設備の維持修繕費＋ ④ 修繕工事（大規模 

修繕等）＋ ⑤ 賃貸住宅のリフォーム 

（目標設定の考え方・根拠） 

「住生活基本計画（全国計画）」（平成 28 年 3 月 18 日閣議決定）で設定している目標値（12 兆円（平成 37 年）） 

から設定。（「住生活基本計画（全国計画）」（平成２８年３月１８日閣議決定）） 

（外部要因） 

資金調達可能額の動向等 

（他の関係主体） 

 リフォーム事業者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

 ・住生活基本計画（全国計画）（平成２８年３月１８日） 

・日本再興戦略２０１６（平成２８年６月２日） 

・ニッポン一億総活躍プラン（平成２８年６月２日） 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 なし 

 

 

 

過去の実績値（兆円） （暦年） 

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

７ － － － － ７ － － 

 

 
 

 

主な事務事業等の概要 

○住宅・建築物安全ストック形成事業、耐震対策緊急促進事業 

地震の際の住宅・建築物の倒壊等による被害の軽減を図るため、住宅・建築物の耐震性の向上に資する事業につ

いて、地方公共団体等に対し、国が必要な助成を行う制度。平成２５年１１月に施行された改正耐震改修促進法

に基づき、不特定多数の人が利用する大規模建築物等に対する耐震診断結果の報告の義務づけ、建築物の耐震性

に係る表示制度の創設等により、住宅・建築物の耐震化を促進している。 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：１２兆円（令和７年） 

実績値： ７兆円（平成３０年） 

初期値： ７兆円（平成２５年） 
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予算額：社会資本整備総合交付金 ８，７１３億円の内数（令和元年度） 

７，２７７億円の内数（令和２年度） 

防災・安全交付金 １兆 ３，１７３億円の内数（令和元年度） 

１兆   ３８８億円の内数（令和２年度） 

耐震対策緊急促進事業 １２１億円（令和元年度） 

１１４億円（令和２年度） 

 

○サステナブル建築物等先導事業 

住宅・建築物における省エネ・省 CO2 化等を推進するため、省エネ・省 CO2 等に係る先導的な技術の普及啓発に

寄与するリーディングプロジェクトに対して支援を行う制度。 

予算額：環境・ストック活用推進事業 ９９．８３億円の内数（令和元年度） 

９０．７ 億円の内数（令和２年度） 

 

○長期優良住宅化リフォーム推進事業 

既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の形成を推進するため、劣化対策、耐震性、省エネ

性等の住宅性能の向上を行うリフォームに対して支援を行う制度。 

予算額：４５億円（令和元年度当初）、５億円（令和元年度補正） 

４５億円（令和２年度） 

 

○住宅履歴情報の整備 

円滑な住宅流通や計画的な維持管理等を可能とするため、新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書や施

工内容等の情報が確実に住宅履歴情報として蓄積され、活用される社会的仕組みの普及を推進。 

予算額：インスペクションの活用による住宅市場活性化事業 ２．７億円（平成２９年度） 

住宅瑕疵等に係る情報インフラ整備事業 １．２億円（平成３０年度） 

０．８億円（令和元年度） 

０．６億円（令和２年度） 

 

○リフォーム工事に係る保険制度 

住宅瑕疵担保履行法に基づき国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人において、リフォーム瑕疵保険、

マンションの大規模修繕瑕疵保険等を引受け。 

 

〇住宅ストック維持・向上促進事業 

健全な中古住宅・リフォーム市場の発展を図るため、良質な住宅ストックが市場において適正に評価され、消費

者が住生活に関するニーズを的確に充足できる市場環境を整備する取り組みに対し支援を行う。 

予算額：８．５５億円（令和元年度） 

７．０１億円（令和２年度） 

 

○住宅金融支援機構による耐震改修工事融資 

耐震改修促進法に基づく耐震改修工事及び同等の耐震性能を向上させるための耐震改修工事に必要な資金を貸し

付ける制度。 

 

○住宅金融支援機構による高齢者向け返済特例制度 

満６０歳以上の高齢者が自宅のバリアフリー工事や耐震改修工事を施すリフォームを行う際、生存時は利払いの

みとし、死亡時に住宅資産等を活用して元金を一括返済することを可能とする融資制度。 
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○住宅金融支援機構によるリバースモーゲージの住宅融資保険制度 

民間金融機関による住宅改良等資金に係るリバースモーゲージ型の融資について、住宅金融支援機構による住宅

融資保険の付保対象とする制度。 

 

○住宅金融支援機構によるフラット３５リノベ 

既存住宅の売買に際して、省エネルギー性等についての性能向上リフォーム及び既存住宅の維持保全に係る措置を行

う住宅について、住宅ローンの金利引き下げを行う制度。 

 

【税制上の特例措置】 

○住宅リフォームに関する税制上の特例措置 

耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修又は長期優良住宅化リフォームが行われた住宅に対する所得税及び固

定資産税の減税措置を適用。 

※長期優良住宅化リフォームについては平成 29 年度税制改正において創設 

 

○買取再販で扱われる住宅の取得に係る税制上の特例措置 

買取再販事業者が既存住宅を買取りし、住宅性能の一定の質の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再

販売する場合の流通税（不動産取得税･登録免許税）の軽減措置を適用。 

 

○住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 

直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の増改築等のための金銭を贈与により取得した場合において、一定 

金額までの贈与につき贈与税の非課税措置を適用。 

 

○住宅ローン減税 

償還期間 10 年以上の住宅ローンを利用して住宅の増改築等をした場合、最大 13 年間、各年末の住宅ローン残高の

一定割合（最大 1.0％）を所得税額（一部、翌年度の住民税額）から控除する措置を適用。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

リフォームの市場規模は７兆円（2010 年から約１兆円増加）となっており、中期的には穏やかな拡大状態である。 

（事務事業等の実施状況） 

・従来からの防災・安全交付金等を活用した支援（住宅・建築物安全ストック形成事業）に加え、平成３０年

度当初予算において、耐震化に向けた積極的な取組みを行っている地方公共団体を対象とした、原則戸当た

り１００万円の定額補助制度を創設し、耐震化の促進を図っている。また、改正耐震改修促進法により耐震

診断が義務付けられる建築物に対し、住宅・建築物安全ストック形成事業による助成に加え、国が重点的・

緊急的に支援する耐震対策緊急促進事業を実施。 

・サステナブル建築物等先導事業において、公募を実施し、省エネ・省 CO2 等に係る先導的な技術の普及啓発

に寄与するリーディングプロジェクトに対して支援実施。 

・既存住宅の「増改築」に係る長期優良住宅認定制度の創設。 

・長期優良住宅化リフォーム推進事業において、令和元年度当初予算で４，４６２戸、令和元年度当初補正予

算で５８４戸に支援を実施、令和２年度予算では２，９５９戸の交付申請を受け付けた。 

・住宅履歴情報について、新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書や施工内容等の情報が確実に蓄積

され、活用される仕組みの普及を推進。 

・安心Ｒ住宅制度の創設（平成 29 年度） 

（令和元年度登録団体：３団体、令和２年度登録団体：２団体（累積１３団体）） 

・住宅リフォーム事業者団体登録制度の創設（平成 26 年度） 

（令和元年度登録団体：１団体、令和２年度登録団体：１団体（累積１６団体）） 

・消費者が安心してリフォームが行えるよう、リフォームの無料見積チェック制度や、全国の弁護士会におけ

る弁護士・建築士による無料専門家相談を実施した。 

・住宅瑕疵担保責任保険法人において、リフォーム瑕疵保険、マンションの大規模修繕瑕疵保険等を引き受け

た。 

（令和元年度申込実績：リフォーム瑕疵保険３，７９５戸、大規模修繕瑕疵保険１，２０１棟、令和２年度申

込実績：リフォーム瑕疵保険４，０３２戸、大規模修繕瑕疵保険１，２１８棟） 

・住宅ストック維持・向上促進事業のうち、良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業において、
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令和２年度は３４件を採択。 

・既存住宅状況調査技術者講習制度において、５講習機関を登録。技術者数は約 25,000 人（令和３年４月１日

時点）。 

・住宅金融支援機構において、耐震改修促進法に基づく耐震改修工事及び同等の耐震性能を向上させるための

耐震改修工事に必要な資金の貸し付けを実施した。 

・住宅金融支援機構により、満６０歳以上の高齢者が自宅のバリアフリー工事や耐震改修工事を施すリフォー

ムを行う際、生存時は利払いのみとし、死亡時に住宅資産等を活用して元金を一括返済することを可能とす

る高齢者向け返済特例制度による融資を実施した。 

・住宅金融支援機構により、民間金融機関の住宅改良等資金に係るリバースモーゲージ型の融資について、住

宅融資保険制度を実施した。 

・住宅金融支援機構により、既存住宅の売買に際して、省エネルギー性等についての性能向上リフォーム及び

既存住宅の維持保全に係る措置を行う住宅について、住宅ローンの金利引き下げを実施した。 

・子育て世帯や高齢者世帯等の入居を拒まない賃貸住居とすること等を要件として、既存住宅等の空き家のリ

フォームに対して補助を行う「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を実施した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成 25 年から平成 30 年のトレンドで推移すると目標値を下回る数値となるため、「B」と評価した。リフォーム

についてはリフォーム工事に対する消費者の不安等が市場規模の拡大が進まない一因になっている。 

令和 2 年度政策レビュー評価書では「既存住宅流通及びリフォーム市場の活性化は互いに関連が深いことから、

両者の指標を統合する」旨をとりまとめた。 

 住生活基本計画（全国計画）（令和３年３月１９日閣議決定）では、新たな指標として「既存住宅流通及びリフ

ォームの市場規模」を設定し、令和１２年を目標として１４兆円、長期的目標として２０兆円と設定した。 

 今後は、既存住宅に関する情報へのアクセスや既存住宅ストックの「質」の向上、リフォームしやすい環境の整

備などに取り組み、両市場の拡大を図る。 

本業績指標についても、同計画を踏まえ見直しを検討する。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局住宅生産課（課長 宿本 尚吾） 

関係課：住宅局総務課住宅金融室（室長 松野 秀生） 

住宅局住宅政策課（課長 皆川 武士） 

住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室（室長 中林 大典） 

住宅局市街地建築課市街地住宅整備室（室長 岸田 里佳子） 

住宅局安心居住推進課（課長 上森 康幹） 
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業績指標１７ 

 高齢者（６５歳以上の者）の居住する住宅の一定のバリアフリー化率※    

 

 

（指標の定義） 

高齢者の居住する住宅のうち、一定のバリアフリー化がなされた住宅の割合 

一定のバリアフリー化率 ＝ Ａ／Ｂ 

Ａ＝６５歳以上の者が居住する住宅のうち一定のバリアフリー化※がなされた住宅戸数 

Ｂ＝６５歳以上の者が居住する住宅の総戸数 

※ 一定のバリアフリー化とは「２箇所以上の手すり設置」又は「段差のない屋内」に該当。 

 

（出典）「住宅・土地統計調査」（総務省）に基づく国土交通省独自集計 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現に向け、住生活基本計画（全国計画）で設定している目

標値を設定。 

 

（外部要因） 

新規住宅着工数、リフォーム件数等 

 

（他の関係主体） 

  なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

住生活基本計画（全国計画）（平成２８年３月１８日） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

━ ━ ４２％ ━ ━ 

 

 
 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：６１% (令和２年) 

実績値：４２%  (平成３０年） 

初期値：４１% (平成２５年) 
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主な事務事業等の概要 

○ バリアフリー化された公的賃貸住宅の供給 

新規に整備する公営住宅等について、バリアフリー対応構造を標準仕様として供給するとともに、既存の公

営住宅等についてもバリアフリー改修を促進する。 

○ 次世代住宅ポイント制度 

バリアフリー改修をポイント発行対象とし、住宅のバリアフリー化を促進する。 

○ 住宅金融支援機構による融資 

証券化支援事業の枠組みを利用したフラット３５Ｓにより、バリアフリー等の性能に優れた住宅の取得を金

利の引下げにより支援。 

満６０歳以上の高齢者が自宅のバリアフリーリフォーム等を行う際、生存時は利払いのみとし、死亡時に住

宅資産等を活用して元金を一括返済することを可能とするバリアフリーリフォーム等の融資を実施。 

○ 住宅のバリアフリー改修促進税制による一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置や既存住宅に係 

る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除を実施。 

○ サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 

サービス付き高齢者向け住宅供給促進のため、建設・改修費に対して、国が民間事業者等に直接補助を実施

するとともに、固定資産税の減額及び不動産取得税の軽減措置を講じる。 

住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設等に必要な資金に対する融資を実施。 

住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係る民間金融機関が行うリバースモーゲ

ージ型の融資について、住宅融資保険制度を実施。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２５年から３０年において１ポイントの増加に留まっており、トレンドを延長しても目標年度における目標 

に達成しない見込みである。 

（事務事業等の実施状況） 

○ バリアフリー化された公的賃貸住宅の供給 

バリアフリー対応の公営住宅等の供給を促進した。（令和元年度新規整備戸数実績：１２，１７６戸）。 

既存の公営住宅等のバリアフリー化を促進した。（令和元年度バリアフリー化の図られたストック戸数：１，

１４１，６１１戸） 

社会資本整備総合交付金の活用等による、地域優良賃貸住宅等の良質な賃貸住宅の供給等を促進した。（令

和元年度整備戸数実績：５１７戸） 

○ 次世代住宅ポイント制度 

バリアフリー改修をポイント発行対象とし、住宅のバリアフリー化を促進する。 

（バリアフリー改修の実績：通算７７，６５０件（令和元年度～令和２年度）） 

○ 住宅金融支援機構による融資 

フラット３５Ｓにより、バリアフリー等の性能に優れた住宅の取得を金利の引下げにより支援した。 

満６０歳以上の高齢者が自宅のバリアフリーリフォーム等を行う際、生存時は利払いのみとし、死亡時に

住宅資産等を活用して元金を一括返済することを可能とするバリアフリーリフォーム等の融資を実施した。 

○ 住宅のバリアフリー改修促進税制による一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置や既存住宅に 

係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除を実施。 

○ サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 

バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付

き高齢者向け住宅」の供給促進をした。 

（令和２年度末登録実績：総登録件数７，８８６件、 総登録戸数２６７，０６９戸） 

住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設等に必要な資金に対する融資を実施した。 

住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係る民間金融機関が行うリバースモー
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ゲージ型の融資について、住宅融資保険制度を実施した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２５年から３０年において１ポイントの増加に留まっており、トレンドを延長しても目標年度における目標

に達成しない見込みであることから、B 評価とした。その要因として、高齢者の居住する世帯のうち、要介護者の

いる世帯では５７％に達するものの、要介護者のいない世帯では、３９％にとどまっている。身体的、経済的な余

力のある早い段階でのバリアフリー等の必要性が十分に認識されていない可能性が考えられる。 

令和 2 年度政策レビュー評価書では「高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライン」(平成

31 年、国土交通省)等を踏まえ、従来のバリアフリーに加え、家屋内の温熱環境の改善を含めた指標に見直す」旨

とりまとめた。 

住生活基本計画（全国計画）（令和３年３月１９日閣議決定）では、新たな指標として「高齢者の居住する住宅

のうち、一定のバリアフリー性能及び断熱性能を有する住宅の割合（25％、令和 12 年）を設定した。 

  今後は、住宅の断熱性や気密性の向上を含む省エネルギー性能の高い住宅の供給やリフォーム等の推進を強化

する。本業績指標についても、同計画を踏まえ見直しを検討する。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局住宅政策課（課長 皆川 武士） 

関係課：住宅局総務課住宅金融室（室長 松野 秀生） 

住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 門元 政治） 

住宅局住宅総合整備課（課長 齋藤 良太） 

住宅局安心居住推進課（課長 上森 康幹） 

住宅局住宅生産課（課長 宿本 尚吾） 
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業績指標３２ 

 省エネ基準を充たす住宅ストックの割合 

 

 

（指標の定義） 

住宅ストック戸数のうち、省エネ基準を充たす住宅戸数の割合（Ａ／Ｂ） 

Ａ＝省エネ基準を満たす住宅ストック戸数 

Ｂ＝住宅ストック戸数 

（目標設定の考え方・根拠） 

「住生活基本計画（全国計画）」（平成 28 年 3 月 18 日閣議決定）で設定している省エネ基準を充たす住宅ストッ 

クの割合（20％（平成 37 年））から設定。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 建築主等(事業主体等） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

   

 【閣議決定】 

 ・住生活基本計画（全国計画）（平成 28 年 3 月 18 日） 

 ・地球温暖化対策計画（平成 28 年 5 月 13 日） 

 【閣決（重点）】 

 

 【その他】 

 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

９％ １０％ １１％ 集計中  

 

 
 

 

主な事務事業等の概要 

【法律】 

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法） 

大規模建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置、性能向上計画認定や認定表示制度等の誘導措置。 

改正建築物省エネ法（令和元年法律第 4号）によるマンション等に係る届出義務制度の監督体制の強化、注文戸建

住宅及び賃貸アパートの住宅トップランナー制度の対象への追加、戸建住宅等における建築士から建築主への説明

義務制度の創設等。 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：２０％（令和７年度） 

実績値：集計中（令和元年度） 

１１％（平成３０年度） 

初期値： ６％（平成２５年度） 
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○都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法） 

省エネ性能の高い低炭素建築物の認定制度の普及促進。 

 

【補助】 

○サステナブル建築物等先導事業 

住宅・建築物における省エネ・省 CO2 化を推進するため、省エネ・省 CO2 に係る先導的な技術の普及啓発に寄 

与するリーディングプロジェクトに対して支援を行う制度。 

予算額：環境・ストック活用推進事業 ９９．８３億円の内数（令和元年度） 

９０．７０億円の内数（令和２年度） 

○地域型住宅グリーン化事業 

中小工務店による省エネルギー性能の高い住宅の整備に対して支援を行う制度。 

予算額：１３０億円の内数（令和元年度） 

１３５億円の内数（令和２年度） 

１０億円の内数（令和２年度補正） 

○長期優良住宅化リフォーム推進事業 

既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の形成を推進するため、劣化対策、耐震性、省エ 

ネ性等の住宅性能の向上を行うリフォームに対して支援を行う制度。 

予算額：長期優良住宅化リフォーム推進事業 ４５億円（令和元年度当初）、５億円（令和元年度補正） 

４５億円（令和２年度） 

○次世代住宅ポイント制度 

 省エネ改修をポイント発行対象とし、住宅の省エネ化を促進する。 

予算額：１，３００億円（令和元年度年度当初） 

 

【税制】 

○認定を受けた低炭素建築物に対する税制上の特例措置 

○住宅リフォームに関する税制上の特例措置 

一定の省エネ改修が行われた住宅等に対する所得税及び固定資産税の減税措置を適用。 

 

【融資】 

○住宅金融支援機構のフラット３５Ｓによる省エネルギー性に優れた住宅の取得支援 

省エネ措置等を講じた住宅の取得を支援するため、住宅金融支援機構の証券化ローンの枠組みを活用して金利 

引き下げを実施。 

 

【その他】 

○省エネ住宅の整備に向けた体制整備 

中小工務店の大工就業者を対象とする省エネ施工技術の習得に対する支援を実施。 

予算額：省エネ住宅・建築物の整備に向けた体制整備 ６億円の内数（令和元年度） 

６億円の内数（令和２年度） 

 

省エネ基準に関する講習会、周知活動、審査体制整備を実施。 

予算額：省エネ住宅・建築物の整備に向けた体制整備  

６億円（令和元年度） 

６億円（令和２年度） 

○住宅建築技術高度化・展開推進事業 

○住宅性能表示制度の普及促進 
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○総合的な環境性能評価手法（CASBEE）の開発・普及 

○建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）の普及促進 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

省エネ基準を充たす住宅ストックの割合は平成３０年度１１％となっており、順調に推移している。 

（事務事業等の実施状況） 

【法律】 

○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法） 

・平成２７年７月に建築物省エネ法を公布、平成２８年４月より性能向上計画認定等の誘導措置を施行、平成 

２９年４月より大規模建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置を施行。 

※エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく届出制度等は、平成２９年３月末をもって廃止。 

・令和元年５月に改正建築物省エネ法を公布、令和元年１１月よりマンション等に係る届出義務制度の監督体制

の強化、注文戸建住宅及び賃貸アパートの住宅トップランナー制度の対象への追加を施行、令和３年４月より戸

建住宅等における建築士から建築主への説明義務制度の創設等を施行。 

【補助】 

○サステナブル建築物等先導事業（省 CO2 先導型） 

住宅に係るプロジェクの実績 応募１２０件、採択１１３件（令和元年度） 

応募５４件、採択５１件（令和２年度） 

○地域型住宅グリーン化事業（高度省エネ型、ゼロ・エネルギー住宅型） 

完了実績 ３，５９３件（令和元年度） 

○長期優良住宅化リフォーム推進事業 

交付決定４，４６２戸（令和元年度当初）、５８４戸（令和元年度補正） 

交付受付２，９５９戸（令和２年度） 

○次世代住宅ポイント制度 

省エネ改修をポイント発行対象とし、住宅の省エネ化を促進した。 

【融資】 

○住宅金融支援機構のフラット３５Ｓによる省エネルギー性に優れた住宅の取得支援 

フラット３５Ｓの実績 ８０，４９８戸の内数（令和元年度） 

７７，４２５戸の内数（令和２年度） 

【その他】 

○住宅性能表示制度の普及促進 

設計住宅性能評価書の交付実績 ２４５，１５６件（令和元年度），２２５，６０９件（令和２年度） 

○建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）の普及促進 

住宅の評価書交付実績（累積） 

１０２，３２２件（令和元年度） 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成３０年度の実績値は１１％となっており、令和元年に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律の一部を改正する法律（改正建築物省エネ法）」に基づく措置や補助事業の効果発現により、目標達成に

向けて当該業績指標は概ね順調に推移するものと考えられることから、A評価とした。 

令和 2 年度政策レビュー評価書では、「今後、2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けた取組を

見据え、「住宅ストックのエネルギー消費量の削減率（平成 25 年度比）」を新たな指標として設定することとし、

現行指標は継続的に現状値を把握することとする」旨とりまとめた。 

引き続き、令和元年に公布された改正建築物省エネ法の施行に加え、ＺＥＨ等の取組への支援、BELS 等の評価・

表示の普及等を通じた更なる省エネ性能の向上に努める。 

なお、住生活基本計画（全国計画）（令和 3 年 3 月 19 日閣議決定）では、「住宅ストックのエネルギー消費量の

削減率（平成 25 年度比）」について 18％（令和 12 年度）と目標値を設定したところである（なおこの指標は、地

球温暖化対策計画（平成 28 年５月 13 日閣議決定）に基づき設定したものであり、地球温暖化対策計画に変更があ

った場合には同様に変更されたものとみなす）。本業績指標についても、今後、同計画を踏まえ見直しを検討する。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 住宅局住宅生産課（課長 宿本 尚吾） 

関係課： 住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 髙田 龍） 
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業績指標４７ 

 ①住宅*・②建築物*の耐震化率 

 

 

（指標の定義） 

① 住宅の耐震化率 

住宅の総戸数のうち、耐震性を有するもの（※）の戸数（いずれも居住世帯のある住宅の戸数）の割合 

② 建築物の耐震化率 

多数の者が利用する建築物の総棟数のうち、耐震性を有するもの（※）の棟数の割合 

※新耐震基準（昭和５６年６月１日施行の改正建築基準法施行令の耐震基準）で建築されたもの、新耐震基準

施行以前に建築されたもののうち耐震改修済みのもの又は耐震診断の結果、地震に対して安全な構造である

ことが確かめられたもの。 

（目標設定の考え方・根拠） 

① 住宅・土地統計調査のデータベースによる住宅総数に対し、過去の耐震改修データに基づく耐震化の動向を踏

まえ、目標を設定した。 

② 統計データ等から推計される多数の者が利用する建築物の総数に対し、過去の耐震改修データに基づく耐震化

の動向を踏まえ、目標を設定した。 

（外部要因） 

・目的達成には、住宅・建築物の耐震改修・古い住宅・建築物の建替えのペースが維持される必要があるが、そ

れらは経済状況等に影響される。 

（他の関係主体） 

 地方公共団体等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第１８３回国会 施政方針演説（平成２５年２月２８日）「首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模な自然 

災害への備えも急がなければなりません。徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守りま 

す。」 

・第１８６回国会 施政方針演説（平成２６年１月２４日）「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、 

危機管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修や治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハード 

とソフトの両面から、事前防災・減災、老朽化対策に取り組み、優先順位を付けながら国土強靱(きょうじん) 

化を進めます。」 

 【閣議決定】 

・建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号、平成２５年１１月改正施行。以下「耐震改

修促進法」という。） 

・マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号、平成２６年１２月改正施行。以下「マ

ンション建替円滑化法」という。） 

・平成２７年３月３１日に閣議決定された「首都直下地震緊急対策推進基本計画」において、令和２年までに住

宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率を９５％とする目標が掲げられている。 

・平成２８年３月１８日に閣議決定された「住生活基本計画（全国計画）」において、令和７年までに耐震性が不

十分な住宅をおおむね解消することとされている。 

 【閣決（重点）】 

・平成２７年９月１８日に閣議決定された「社会資本整備重点計画」において、令和２年までに住宅及び多数の

者が利用する建築物の耐震化率を９５％とする目標が掲げられている。 

 【その他】 

・「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」（平成１８年国土交通省告示第１８４号、

平成３１年１月改正施行。）において、令和２年までに住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率を９５％

とし、令和７年までに耐震性が不十分な住宅を、同年を目途に耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物

を、それぞれおおむね解消とする目標が掲げられている。 

・平成２６年３月２８日に中央防災会議で策定された「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」において、令和

２年までに住宅の耐震化率を９５％とする目標が掲げられている。 

・令和２年６月１８日に国土強靱化推進本部で策定された「国土強靱化アクションプラン２０２０」において、

令和２年までに多数の者が利用する建築物の耐震化率を９５％とし、令和７年までに耐震性が不十分な住宅を、

同年を目途に耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物を、それぞれおおむね解消とする目標が掲げられ

評 価 

 

① Ｂ 

 

目標値：約９５％（令和２年） 

    ※令和７年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消 

実績値：約８７％（平成３０年） 

初期値：約８２％（平成２５年） 

 

② Ｂ 

 

目標値：約９５％（令和２年） 

※令和７年を目途に耐震性が不十分な耐震診断義務付け対

象建築物をおおむね解消 

実績値：約８９％（平成３０年） 

初期値：約８５％（平成２５年） 
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ている。 

 

 

過去の実績値 （年） 

 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

① 約８２％ ― ― ― ― 約８７％ ― ― 

② 約８５％ ― ― ― ― 約８９％ ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※令和７年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消         ※令和７年を目途に耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築 

物をおおむね解消 
 

主な事務事業等の概要 

①・②共通 

・平成７年度より建築物の耐震化支援制度を創設し、継続的に住宅・建築物の耐震化に対する支援を行っている。 

・平成２１年度以降、住宅・建築物安全ストック形成事業により、住宅・建築物の耐震化を促進している。 

 予算額：社会資本整備総合交付金 ８，７１３億円の内数（令和元年度） 

                 ７，２７７億円の内数（令和２年度） 

     防災・安全交付金  １兆３，１７３億円の内数（令和元年度） 

                 ７，８４７億円の内数（令和２年度） 

・平成２５年１１月に改正された耐震改修促進法に基づき、不特定多数の人が利用する大規模建築物等に対する耐震

診断結果の報告の義務付け、建築物の耐震性に係る表示制度の創設等により、住宅・建築物の耐震化を促進してい

る。 

・平成２５年度以降、耐震対策緊急促進事業により、耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物に対し、

通常の支援に加え、重点的かつ緊急的な支援を実施している。 

 予算額：耐震対策緊急促進事業 １２１億円（令和元年度） 

     耐震対策緊急促進事業 １１４億円（令和２年度） 

①住宅の耐震化 

・住宅・建築物安全ストック形成事業について、住宅の耐震改修等に関する補助額を時限的に加算する措置を実施す

る。 

・住宅の耐震改修を行った場合、耐震改修に要した費用の１０％相当額（２５万円を限度）を所得税額から控除する

とともに、固定資産税の減額措置（１年間１／２減額、特に重要な避難路沿道にある住宅は２年間）を講じている。 

・住宅金融支援機構において、耐震改修促進法に基づく耐震改修工事及び同等の耐震性能を向上させるための耐震改

修工事に必要な資金を貸し付ける措置を講じている。 

・耐震改修促進法に基づき、耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物（マンション等）について、大規模な

耐震改修を行おうとする場合の決議要件を緩和している。 

・マンション建替円滑化法に基づき、耐震性の不足する要除却認定マンションを対象としたマンション敷地売却事業

等を設けるとともに、必要な税制特例措置や予算上の支援措置を講じている。また、令和２年に改正したマンショ

ン建替円滑化法により、耐震性不足のマンションを含む団地型マンションについて、多数決による敷地分割を可能

とする敷地分割事業を創設している（公布から２年以内施行）。 

②建築物の耐震化 

・耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物について、耐震改修を行った場合の固定資産税の減額措置

（２年間１／２減額）を講じている。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・①住宅の耐震化については、平成２５年から平成３０年の５年間で５ポイント上昇し、着実に進捗しているもの

の、このトレンドを維持した場合、目標年（令和２年）においては目標値を下回る結果となる見込みである。耐

震改修促進法やマンション建替円滑化法による耐震化に向けた取組の一層の強化や、地方公共団体における耐震

化の取組（補助制度の整備・充実や積極的な普及啓発等）により、引き続き住宅の耐震化に向けた取組を実施す

る。 
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・②建築物の耐震化については、平成２５年から平成３０年の５年間で４ポイント上昇し、着実に進捗しているも

のの、このトレンドを維持した場合、目標年（令和２年）においては目標値を下回る結果となる見込みである。

耐震改修促進法による耐震化に向けた取組の一層の強化や、地方公共団体における耐震化の取組（補助制度の整

備・充実等）により、引き続き建築物の耐震化に向けた取組を実施する。 

 

（事務事業等の実施状況） 

①・②共通 

・不特定多数の人が利用する大規模建築物等に対する耐震診断結果の報告の義務付け、建築物の耐震性に係る表示

制度の創設等、耐震改修促進法の円滑な運用を図っている。 

・平成２５年度予算において、耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物に対し、住宅・建築物安全

ストック形成事業による助成に加え、国が重点的・緊急的に支援する耐震対策緊急促進事業を創設している。 

・平成２４年度に実施した政策アセスメント（平成２５年度予算概算要求（入れ替え））である「建築物の耐震化

の緊急促進事業の創設」の事後検証については、本業績指標をもってその効果を検証しているところ、住宅・建

築物ともに平成２７年度に耐震化率９０％の目標値に対し、平成３０年の実績値が住宅は約８７％、建築物は約

８９％にとどまっており、着実に進捗しているものの順調であったとは評価できない。 

①住宅の耐震化 

・従来からの防災・安全交付金等を活用した支援（住宅・建築物安全ストック形成事業）に加え、平成３０年度予

算において、耐震化に向けた積極的な取組みを行っている地方公共団体を対象とした、原則戸当たり１００万円

の定額補助制度を創設し、耐震化の促進を図っている。 

・平成２５年度税制改正において、耐震改修を行った住宅に対する所得税減額の特例措置の延長・拡充を行うとと

もに、固定資産税については、地方公共団体が指定する特に重要な避難路沿道にある住宅は一般住宅より減額期

間を延長する措置を講じている。また、令和２年度税制改正において、耐震改修を行った住宅に対する固定資産

税の減額措置を令和３年度末まで延長している。 

・住宅金融支援機構において、耐震改修促進法に基づく耐震改修工事及び同等の耐震性能を向上させるための耐震

改修工事に必要な資金の貸し付けを行っている。 

・平成２６年１２月に改正したマンション建替円滑化法において、耐震性の不足する要除却認定マンションを対象

としたマンション敷地売却事業制度等を創設し、平成２６年度税制改正において同事業に係る税制特例措置等

（所得税、法人税、登録免許税、不動産取得税、事業税、事業所税、住民税及び消費税の軽減、控除又は非課税

措置）を創設するとともに、平成２６年度から専門家による相談体制の整備のための予算上の措置を講じている。 

・令和２年に改正したマンション建替円滑化法により、耐震性不足のマンションを含む団地型マンションについて、

多数決による敷地分割を可能とする敷地分割事業を創設（公布から２年以内施行）し、令和２年度及び令和３年

度税制改正において同事業に係る税制特例措置等（所得税、法人税、登録免許税、事業税、事業所税、住民税及

び消費税の控除又は非課税化）を創設している。 

②建築物の耐震化 

・耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物について、耐震改修を行った場合の固定資産税の減額措

置（２年間１／２減額）を講じている。（令和２年度税制改正において、固定資産税の減額措置を令和５年３月

まで延長。） 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・①住宅の耐震化については、平成２５年から平成３０年の５年間で５ポイント上昇し、着実に進捗しているもの

の、このトレンドを維持した場合、目標年（令和２年）においては目標値を下回る結果となる見込みであること

からＢと評価した。その要因として、特に戸建て住宅に居住する高齢者世帯において、耐震改修等に要する費用

が負担に感じられることや、耐震化の必要性を感じないなどの危機意識の欠如により耐震化が進まなかったこと

が考えられる。 

・令和 2年度政策レビュー評価書では「大規模地震発生時の人命や財産への被害軽減を図るため、住宅の耐震化を

促進することにより、令和 12 年までに耐震性が不十分な住宅ストックを概ね解消することを目指す」旨とりま

とめた。 

・住生活基本計画（全国計画）（令和３年３月１９日閣議決定）では、目標を継続延長し、「令和 12 年までに耐震

性が不十分な住宅をおおむね解消する」との新たな目標を設定した。 

・今後は、同計画を踏まえ、耐震改修促進法やマンション建替円滑化法による耐震化に向けた取組の一層の強化や、

地方公共団体における耐震化の取組（補助制度の整備・充実や積極的な普及啓発等）により、引き続き住宅の耐

震化に向けた取組を実施する。 

・本業績指標についても、同計画を踏まえ見直しを検討する。 

 

・②建築物の耐震化については、平成２５年から平成３０年の５年間で４ポイント上昇し、着実に進捗しているも

のの、このトレンドを維持した場合、目標年（令和２年）においては目標値を下回る結果となる見込みであるこ

とからＢと評価した。その要因として、例えば医療施設では耐震化に伴う医療機器の再設置に高額な費用がかか

ることや、商業施設では営業を継続しながらの耐震改修が困難であるなどの理由により耐震化が進まなかったこ

とが考えられる。 

・今後については、学校や病院等の特定の建築物を所管する省庁において、個別に耐震化率の目標の設定が進んで

いることを踏まえ、耐震化率のフォローアップ対象を耐震診断義務付け対象建築物に絞ることとし、耐震改修促

進法による耐震化に向けた取組の一層の強化や、地方公共団体における耐震化の取組（補助制度の整備・充実等）

により令和７年の目標（耐震診断義務付け対象建築物について設定）の達成に向け、引き続き建築物の耐震化に

向けた取組を実施する。 
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具体的には、 

・地方ブロックごとの地方公共団体との会議を通じ、耐震改修促進法の円滑な運用を図る。 

・耐震診断・耐震改修の促進を図るためには、地方公共団体の補助制度による支援が重要である。特に、耐震改修

促進法により耐震診断が義務付けられた建築物の耐震化に際し、所有者の負担を軽減するためには、地方公共団

体における補助制度の整備・充実が必要であり、地方公共団体に対し引き続き補助制度の整備・充実を要請して

いく。 

・以上を踏まえ、本業績指標について今後見直しを検討する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局建築指導課（課長 深井 敦夫） 

関係課：住宅局市街地建築課市街地住宅整備室（室長 岸田 里佳子） 

住宅局住宅生産課（課長 宿本 尚吾） 

住宅局総務課住宅金融室（室長 松野 秀生） 

住宅局参事官（マンション・賃貸住宅担当）（参事官（マンション・賃貸住宅担当） 矢吹 周平） 
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